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********************************************************************************************* 

[1] 化学物質関係事故、事件関係 

◇姫路で工場火災 屋外に積まれた鉄スクラップ焼く 

＜神戸新聞 2022年 12月 22日＞ https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202212/0015911640.shtml 

 ２１日午後１１時４０分ごろ、兵庫県姫路市飾磨区英賀のリサイクル業「マキウラ鋼業」の工場で、屋外に積

まれた鉄スクラップから出火、約１００平方メートルを焼き、約２時間２０分後に消し止められた。けが人はな

かった。 

 当時は無人で、工場は施錠されていた。 

---------- 

◇「モバイルバッテリーが爆発」「燃えて消せない」アパート住人が通報、１階一室と２階一室焼く 

＜読売新聞 2022年 12月 23日＞ https://www.yomiuri.co.jp/national/20221223-OYT1T50079/ 

 ２２日午前３時２５分頃、千葉県浦安市入船、アパート１階の住人男性から「室内でモバイルバッテリーが爆

発した。燃えて消せない」と１１０番があった。２階建てアパートの１階一室と２階一室を焼き、火は約２時間

後に消し止められた。 

 浦安署の発表によると、けが人は確認されていないという。同署が詳しい出火原因を調べている。 

---------- 

◇おかわりした給食のチヂミでアレルギー 親友の生死を分けた 14分 

＜朝日新聞 2022年 12月 19日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQDG4H29QD5UTIL00Q.html 

-------------------- 

◇その他の事故、事件 

・消費生活用製品の重大製品事故:除雪機についての注意喚起、リコール製品で負傷事故等(電動アシスト自転車、

電気温風機(セラミックファンヒーター)) 

＜消費者庁 2022年 12月 23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/031650/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_221223_01.pdf 

特記事項: 

・除雪機についての注意喚起 

・ブリヂストンサイクル株式会社が製造した電動アシスト自転車のリコール(無償交換) 

・株式会社千石が輸入し、小泉成器株式会社が販売した電気温風機(セラミックファンヒーター)のリコール(無

償製品交換) 

１．ガス機器・石油機器に関する事故：該当案件なし 

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故：７件 

（うち焙煎機（コーヒー豆用）１件、電子レンジ１件、ネックスピーカー（コードレス式、リチウムイオン

バッテリー内蔵）１件、椅子１件、凍結防止用ヒーター（水道用）１件、電動アシスト自転車１件、 

電気温風機（セラミックファンヒーター）１件） 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故： 12 件 

（うちバッテリー（リチウムイオン、高圧洗浄機用）２件、ＩＨ調理器１件、電気カーペット１件、 

携帯電話機（スマートフォン）１件、リチウム電池内蔵充電器１件、電動アシスト自転車１件、 

ポータブル除菌脱臭機１件、スピーカー（充電式）１件、ポータブル電源（リチウムイオン）１件、 

除雪機（歩行型）１件、ヘアドライヤー１件） 

-------------------- 

◇事故、事件の続報 

・「こんなことが起こるのか」 国立大舞台に査読の「自作自演」の背景 

＜朝日新聞 2022年 12月 23日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQDR5X2NQDRPLBJ001.html 

 科学の信頼性を担保する、論文の「査読」が福井大や千葉大の教授らの手で「自作自演」されていた。研究不

正がなくならない中、新たに発覚した不適切行為。背景として、倫理観の欠如や、上下関係、厳しさを増す研究

環境などを指摘する声もある。 
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 各大学の調査などによると、福井大教授は、自らの論文をチェックする査読者になった千葉大や金沢大、浜松

医科大の 3人からの求めに応じて、本来は査読者が書くべきコメントの案を送っていた。 

 こうした行為は、研究成果の捏造（ねつぞう）、改ざん、盗用といった文部科学省が定める「特定不正行為」に

はあたらないことから、各大学は研究者や論文を匿名で発表している。 

 問題となった論文は 6本。そのうち 2本は欧米の雑誌社が「撤回」という重い判断を下した。 

 福井大の調査委員会も、査読者への働きかけや計画性はなく、研究成果をゆがめるものではないとしたものの、

「科学者に求められる行動規範、社会通念にてらし、研究者倫理から逸脱した行為」と結論づけ、残りの論文 4

本についても取り下げを勧告。千葉大の調査委は「国内外の人々の科学に対する信頼を損ねるもの」と厳しく批

判した。 

 4大学の発表などによれば、関わった研究者は、元職も含めて国立大学の教員 6人だ。深い知識と高い倫理観

が求められる立場にありながら、査読の重要性に対する認識が欠けていた。 

 6本の論文のうち 5本の査読に関与したとされる千葉大の教授は「忙しかったので、つい」コメント案の「代

筆」を依頼したという。 

 一方の福井大教授は「高名な先生でお忙しいことは分かっていたので、少しでも査読にかかる労力を軽減すべ

き」だとして、不当性について深く考えずに共著者の教員らへコメント案の作成を指示。2人が回答したという。 

 1人は研究倫理上の問題があるという認識が乏しく、もう 1人は教授からの指示を拒否することが難しかった

という。結果的にコメント案をもとにした査読結果が出版社に届き、論文は掲載された。 

 20日に会見した福井、千葉… 

 

・「不適切な査読」文科省が学術会議に諮問へ 虐待研究計画は中止に 

＜朝日新聞 2022年 12月 23日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQDR5DS9QDRPLBJ00B.html 

 福井大学など 4大学の教授らが絡み、論文の内容を著者と別の専門家がチェックする「査読」の過程で不適切

なやりとりをしていた問題で、文部科学省は 23日、「国民の科学への信頼を揺るがす」として、適正な査読のあ

り方について日本学術会議に審議を依頼すると発表した。 

 査読は、学術誌に投稿された論文の内容や学術的な意義を確認する重要な手続き。この問題では、本来自分で

コメントを書くべき、千葉大、金沢大、浜松医大の査読者が、福井大の著者に文案を依頼。著者らは代筆してコ

メント案を提供していた。福井大の調査委員会などは、不適切な「査読操作」と認定した。 

 ただ、文科省や各大学には、同様の「やらせ査読」のような行為について明確な禁止規定はなかったという。

査読の不適切事例や適正なあり方について学術会議に聞き、再発防止策として周知する考えだ。 

 また、科学技術振興機構（JST）は 22日、査読操作に関わった、福井大の友田明美教授から申し出があり、国

の大型研究計画である「ムーンショット目標」の責任者を辞任したと発表した。辞任に伴い、研究者 5人で進め

ていた、子ども虐待防止を目指すプロジェクトも中止になるという。JSTは「研究内容は重要」として別の責任

者の公募なども検討するとしている。 

 

・福井大教授らの不正「防ぐの難しい」 カギとなる査読はどんな仕組み 

＜朝日新聞 2022年 12月 20日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQDN4483QDMULBH00X.html 

 福井大学医学部の教授らが関わったとされる論文の査読に関わる不正。そもそも査読とはどういう手続きで、

今回の問題はどこにあるのか。 

 査読とは、学術誌に投稿された論文を掲載に値するかどうか別の専門家が読んで妥当性を判断することだ。適

切な査読は雑誌の質を保ち、科学としての信頼性を守るために欠かせない。 

 専門が細分化し学術誌が増えたため、査読者を確保することがむずかしく、論文の出版まで時間がかかる要因

にもなっている。そこで多くの雑誌は、著者が査読者を推薦できるようにしている。推薦も参考に査読者を決め

るのは雑誌の編集者で、複数の査読者を選んで依頼する。査読結果を伝えるのも編集者の役割で、査読者と著者

は直接連絡をとらない。 

 韓国では、この推薦制度を利用した不正が発覚し、2012年に研究者が 35本の論文を取り下げた。著者が利用

できるメールアドレスに査読依頼が届くようにして、架空の査読者になりすまし編集者をだましていた。この後、



ACSES ニュースレター_２４３２_20221226 

 5 

出版社は不正を防止する対策をとってきた。 

 しかし、今回のような、いわば「やらせ査読」のような事例は珍しいという。 

 文部科学省の研究不正のガイ… 

-------------------- 

◇事故・事件対策、措置、訴訟等 

・新潟労働局が米菓工場の安全確保を要請 三幸製菓の工場火災を受けて【新潟】 

＜新潟テレビ 21 2022年 12月 22日＞ 

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e33e50c2dea4d6088e591735393b65feef729b9 

6人が犠牲になった三幸製菓の工場火災を受けて新潟労働局は、新潟県米菓工業協同組合に工場内の安全確保や

機械の定期的な点検などを要請しました。 

三幸製菓の工場火災のあと、新潟労働局が県内の米菓製造工場に個別指導をしたところ、7割近くで不適切な安

全管理がありました。機械の巻き込まれを防ぐ囲いなどが欠落していたケースが多くあり、労働局は県米菓工業

協同組合に定期的な点検や、通路の安全の確保などを求めました。 

■新潟県米菓工業協同組合 星野一郎理事長 

「仕事をしているとリスクのある場所はやっている人が分かると思うので、そこだけやればいい（改善すればい

い）というわけではないということで、気を引き締めて対応していきたい」 

組合は加盟する 15社などに対し 1月下旬に要請を周知するとしています。 

---------- 

・ゴミ袋及びレジ袋の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

＜消費者庁 2022年12月23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/031612/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_01.pdf 

消費者庁は、令和4年12月20日及び同月21日、ゴミ袋及びレジ袋の販売事業者2社(以下「2社」といいます。)に対

し、2社が供給するゴミ袋及びレジ袋に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1

号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 

---------- 

・カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

＜消費者庁 2022年12月23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/031610/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_01.pdf 

消費者庁は、令和4年12月19日及び同月21日、カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対し、2社が供

給するカトラリー、ストロー、カップ等に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条

第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 

 

・「自然分解プラ」根拠なし 販売１０社に措置命令―消費者庁 

＜時事ドットコム 2022年 12月 23日＞ https://www.jiji.com/jc/article?k=2022122300810&g=soc 

「土に返り分解され、環境に優しい」などと根拠のない表示でプラスチック製品を販売したとして、消費者庁は

２３日までに、製造販売会社の「ＢＭターゲット」（京都市南区）など１０社に、景品表示法違反（優良誤認）

で再発防止を求める措置命令を出した。 

 他に命令を受けたのは、「ＴＪＣ」（東京都墨田区）、「東京マルイ」（足立区）など。 

 同庁によると、対象は１０社が販売するストローやカップ、ポリ袋、エアガン用ＢＢ弾などのプラスチック製

品。商品パッケージなどに、生分解性プラスチック製で環境に優しく、数カ月や数年で自然分解されるという内

容が記されていた。 

 同庁が表示の根拠となる資料を求めたところ、全社からデータの提出はあったが、生ゴミを高温発酵させる産

業用コンポストなど特殊な環境での実験結果だったため、「合理的根拠が認められない」と判断した。 

 同庁によると、１０社中９社からは「今回の措置を真摯（しんし）に受け止め、再発防止に努める」とコメン

トがあったという。 
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---------- 

・釣り用品の販売事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について 

＜消費者庁 2022年12月23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/031584/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_221223_06.pdf 

消費者庁は、令和4年12月19日、釣り用品の販売事業者であるマルキユー株式会社に対し、同社が供給する釣り用

の疑似餌31商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)

が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 

---------- 

・エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

＜消費者庁 2022年12月23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/031623/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_221223_10.pdf 

消費者庁は、令和4年12月19日、同月20日及び同月21日、エアガン用BB弾の販売事業者5社(以下「5社」といいま

す。)に対し、5社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第

5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 

消費生活用製品の重大製品事故:除雪機についての注意喚起、リコール製品で負傷事故等(電動アシスト自転車、 

-------------------- 

□大災害、原発事故対策 

[大災害対策] 

・「石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会報告書」の公表 

＜総務省消防庁 2022年 12月 23日＞  

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/2d04a491556954cc32d42310ce3a505ae1df18af.pdf 

石油コンビナートにおける災害発生時には、防災要員が安全かつ的確に活動できるように支援する仕組みの構

築が求められますが、昨今のＡＩ・ＩｏＴ技術等の先進技術の発展は目覚ましく、すでにウェアラブルカメラ等

の情報収集デバイスやドローンによる情報収集など、保安分野での活用が期待されている技術が現れております。 

このため、石油コンビナート災害に対応する防災要員の安全性の向上や支援を目的として、令和元年度から｢石

油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会｣を開催し、先進技術活用に関するニーズ調査及び分析を行うと

ともに、すでに現場で活用されている先進技術や、現場で活用が見込まれる技術の検討を行ってきました。 

この度、検討の結果を報告書として取りまとめましたので公表します。 

１ 検討会報告書の概要 

 別紙のとおり 

２ その他 

 本検討会の報告書及び検討経過は、消防庁ホームページをご確認ください。 

 ※消防庁ホームページ（URL:http://www.fdma.go.jp/） 

別紙 

・石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会（概要） 

・３点セットの車両を一体化した消防自動車 

・大容量泡放射システムの高機能化 

・大容量泡放射システムの高機能化大容量泡放射システムの高機能化 

・開発段階のもの、活用の可能性を検討した技術 

-------------------- 

[福島原発事故] 

・「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」の検討結果及び労災認定した事案について公表します 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0zfUhQ53a0RrZ1VBY 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001028240.pdf 

 厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」（座長：東京医療保健大学 教授 明石真言）は、

平成 23年３月の東京電力福島第一原子力発電所（以下「東京電力福島第一原発」という。）における事故後の作



ACSES ニュースレター_２４３２_20221226 

 7 

業従事者の２名から、それぞれ真性赤血球増加症（真性多血症）及び白血病を発症したとして労災請求がなされ

たことを受け、当該疾病が業務によるものかどうか検討を行った結果、それぞれ業務上との結論となり、それを

踏まえ、茨城労働局日立労働基準監督署及び福井労働局敦賀労働基準監督署において、令和４年 12月 21日に労

災認定しましたので、公表します。 

 なお、この公表については、緊急作業従事者を含む東京電力福島第一原発における事故後の作業従事者に認定

の要件を満たせば労災補償が受けられること等を周知する観点から、請求人の同意を得て公表するものです。 

 厚生労働省では、東京電力福島第一原発事故後の緊急作業従事者に対して、電離放射線被ばくによる疾病等の

労災補償に関するリーフレットを直接送付するなどにより、労災補償制度の周知に努めていきます。 

---------- 

・汚染水、1日 100トンに低減 福島第 1原発、目標達成か 

＜共同通信 2022年 12月 22日＞ https://www.47news.jp/news/8726410.html 

 東京電力は 22日、福島第 1原発で今年 4～11月に発生した汚染水は、1日当たり約 100トンに低減したと発表

した。政府と東電は 2025年中に 100トン以下に減らす目標を掲げており、このまま対策を進めれば、目標を達成

できる見通しになったという。暫定値のため、詳細は年度単位で評価して改めて公表する。 

 東電によると、21年度の発生量は 1日当たり約 130トンだった。22年度はこれまで降雨量が少なく、原子炉建

屋などへの雨水流入を防ぐ対策が進んだ。今後、建屋周辺の舗装などが進めば、25年度には約 80トン、28年度

には約 50～70トンにまで低減できると試算した。 

---------- 

・東京電力福島第一原子力発電所の ALPS処理水の現状に関する韓国政府向けのテレビ会議説明会を開催しました 

12月 22日 

＜経済産業省 2022年 12月 23日＞ 

https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222003/20221222003.html?from=mj 

-------------------- 

[原子力施設全般] 

・原発運転延長に規制委前のめり 40年制限手放し、事故の教訓どこへ 

＜朝日新聞 2022年 12月 23日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQDR6GCDQDRUTIL037.html 

 授業料を在学中は支払わず、卒業後の所得に応じて納付する「出世払い」型の奨学金制度に関し、文部科学省

は 23日、制度の方向性をまとめた有識者会議の報告書を公表した。政府は本格的な納付が始まる年収について、

300万円を軸に検討する。 

 制度は 2024年度秋入学から導入する予定。今後は財源をみながら、納付が始まる年収を最終的に決める。 

 「出世払い」型の奨学金の対象は、大学院修士課程の学生。在学中の授業料は国が肩代わりし、学生は卒業後

の年収に応じて納付する。報告書では、納付が始まる目安の年収として、「例えば単身世帯で年収 300万円」と記

載。以降は年収に応じた納付額とすることとした。年収 300万円未満の場合は、月 2千円程度の納付になる見込

みだ。 

********************************************************************************************* 

[2] [特集] 新型コロナウイルス感染症 

[状況] 

◇省庁発表 

・新型コロナウイルス感染症の患者の発生について（検疫） 

＜厚生労働省 2022年12月25日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30042.html 

・新型コロナウイルス感染症の現在の状況について（令和４年12月25日版） 

＜厚生労働省 2022年 12月 25日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30041.html 

---------- 

◇コロナ死者、最多 371人 感染者は 17万 4079人 

＜共同通信 2022年 12月 26日＞ https://www.47news.jp/news/8730981.html 

 国内で 23日、新たに 371人の新型コロナウイルス感染症の死者が報告され、1日当たりで過去最多となった。
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流行「第 8波」で感染者数が膨らむのに伴い、死者数も増えている。これまでは第 7波だった 9月 2日の 347人

が最多だった。一方、今年の累計死者数は 3万 6600人余りとなり、平均で 1日 100人以上が亡くなったことにな

る。 

 23日の感染者は 17万 4079人が確認された。前週の同じ曜日より約 2万人多い。 

 都道府県別の死者は神奈川 28人、北海道 25人、東京 24人など。福井と鹿児島を除く全ての都道府県で報告が

あった。 

-------------------- 

[対策・予防] 

◇省庁発表 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました。 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E_cURc63q4SrpqyBY 

・新型コロナウイルスに関する受診・相談センター／診療・検査医療機関等の情報を更新しました 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eUxU43KwQrJi8BY 

・新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォースページを更新しました 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eUxU43KwQrJi4BY 

・自治体・医療機関向けの情報一覧（事務連絡等）（新型コロナウイルス感染症）2022年を更新しました 

＜厚生労働省 2022年12月23日＞  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html 

・新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた外来医療体制等を掲載しました 

＜厚生労働省 2022年12月23日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00056.html 

・都道府県の医療提供体制等の状況（医療提供体制等の負荷・感染の状況）についてを更新しました。 

＜厚生労働省 2022年12月23日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00035.html 

・「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました。 

＜厚生労働省 2022年12月23日＞  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00327.html 

---------- 

◇大学等関係 

・コロナ禍の 3年間を考察 「暮らしと人生」と題し学生が報告書 松山 

＜毎日新聞 2022年 12月 24日＞ https://mainichi.jp/articles/20221223/k00/00m/040/168000c 

 「コロナ禍のもとの暮らしと人生」と題した 154ページの報告書がまとまった。松山大学人文学部社会学科（石

川ゼミ）の学生らが 2020～22年度の 3年間、社会のさまざまな場で声を聞き取り、考察した記録だ。学生らは新

型コロナウイルスの感染急拡大で緊急事態宣言が出た当初から、「ウイズコロナ」という言葉が当たり前になった

現在まで、「今でなければできない調査」に向き合った。そこで出会った言葉は－－。 

 調査を始めた 20年春。緊急事態宣言下で新学期の授業は始まらず、社会学のゼミ活動もリモートに。恒例の調

査合宿も中止せざるを得なかった。だが、「むしろ 100年に一度といわれる危機を体験できていることをチャンス

に」（担当の石川良子教授）と、「コロナ禍の暮らしと人生」を調査の題材にした。 

間違っていた思い込み 

 家族、居酒屋、島の暮らし、舞台俳優……。コロナと向き合う人々の中で、現在の 3年生・上甲真也さん（20）

らは吹奏楽、弓道部など高校の部活動を取り上げた。吹奏楽も 20年には全日本吹奏楽コンクールなど各種の大会

が中止に。松山市内の高校卒業生らにインタビューした上甲さんは「可哀そうだと思って聞き始めたが、その思

い込みは間違っていた」と打ち明ける。コンクールの代替でマーチングコンテストが開かれたことや、「高校生に

晴れの舞台を」と、地元の民放が高校吹奏楽部の活動を丁寧に特集したことを挙げ、「新しいことに挑戦できた」

と、むしろ前向きにとらえた卒業生らが印象に強く残ったという。 

「優しい世代」に触れて 



ACSES ニュースレター_２４３２_20221226 

 9 

 「葬儀における遺族の後悔」をテーマにしたのは 3年生の橘周平さん（21）、松田勘太さん（21）ら。松山市内

の老舗葬儀会社を訪ね、ベテランの葬祭ディレクターから聞いた。コロナで亡くなった人の遺体は感染防止のた

めの納体袋に納められたが、「非常にやりたくないお葬式ですね。コロナが怖いというのじゃなく、家族にそこま

で強いるのは……。不本意です」との述懐を得た。「遺族に後悔はしてもらいたくない、という強い気持ちを感じ

ました」と橘さん。また、葬儀の簡素化・縮小化がコロナ禍で特に進んだことも特筆できるといい、松田さんは

「70代、80代の方々は次の世代のことを考え、『私たちは派手な葬儀はしなくていいんだよ』と希望されると聞

きました。自分のことより子どもたちのことをまず考える『優しい世代』だと思います」と語る。 

今回で一区切り 

 3年間、3学年にわたって進めた松山大の「コロナ禍のもとの暮らしと人生」調査。「いまだ事態は収束していないも

のの、『ウイズコロナ』という言葉が当たり前になり、コロナ禍を振り返るような雰囲気が（世間に）ある」として、

今回で一区切りとした。3年生は各自の卒論準備を始めている。 

 

・学生の朝習慣つくる「100円朝食」 長引くコロナ禍で新しい意義も 

＜朝日新聞 2022年 12月 23日＞ https://www.asahi.com/articles/ASQDR54Z9QDMOIPE00X.html 

 オンライン授業から対面授業に戻す大学が増えるなか、「学食」もにぎわいを取り戻している。生活リズムを整

えてもらうため、朝食を提供するところも。コロナ禍が長引くなか、収入が減った学生を支える狙いもある。 

 名城大学天白キャンパス（名古屋市天白区）のカフェに、11月初旬の朝、学生たちが列をつくっていた。 

 お目当てはパンとドリンクがセットで税込み 100円の「100円朝食」だ。パンは数種類から選べる。毎日 200

～250人ほどが利用しており、人気のチキンバーガーはすぐに売り切れた。 

 友人とテーブルを囲んでいた 3年生の吉崎天馬さん（21）は、津市の自宅を早朝に出て片道 2時間かけて大学

に通っている。入学時から 100円朝食を利用しているといい、「朝食を取るのが習慣になった。良い取り組みだと

思います」。 

 「コンビニで買うと高いので時間がある時は今後も利用したい」「朝ご飯を自分で作るよりも楽」と話す女子学

生もいた。 

 名城大では、2016年度か… 

********************************************************************************************* 

[3] スポーツにおけるドーピングの防止 

◇スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令の一部を改正する省令（文

部科学省令第 38号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 本紙 第 885号 2頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223h00885/20221223h008850002f.html 

○外務省告示第 424号 

平成十七年十月十九日にパリで採択された「スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約」の附属書

Ｉの一部は、同規約第三十四条の規定に従い、次のように改正され、その改正は、同条の規 

定により令和五年一月一日に効力を生ずる。 

 （令和 4年 11月 15日付け国際連合教育科学文化機関事務局長書簡） 

  令和 4年 12月 23日                          外務大臣  林  芳正 

 附属書Ｉの題名を次のように改める。 

    附属書Ｉ 2023年の禁止表（2023年 1月 1日に効力を生じる世界ドーピング防止規範） 

 S1１中「７‐ケト‐ＤＨＥＡ」の次に「17アルファ－メチルエピチオスタノール（エピスタン）」を、「19－ノ

ルアンドロステンジオン（エストラ‐４‐エン‐３・17‐ジオン）」の次に「アンドロスタ‐４‐エン‐３・11・

17‐トリオン（11‐ケトアンドロステンジオン‐アドレノステロン）」を加える。 

 S1２を次のように改める。 

 ２ 他のたんぱく同化剤 

   他のたんぱく同化剤には、少なくとも次のものを含む。 

    クレンブテロール、オシロドロスタット、ラクトパミン、選択的アンドロゲン受容体モジュレーダー類
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［ＳＡＲＭs例えば、アンダリン、エノボサルム（オスタリン）、ＬＧＤ－4033（リガンドロール）、ＲＡ

Ｄ140、Ｓ－23、ＹＫ－11］、ゼラノール及びジルパテロール 

S2２2.4中「その擬似物質」を「それらの擬似物質」に改める。 

 S4１を 4. 1とし、S4２を 4.2とする。 

S4３中「ミオスタチン中和抗体（例えば、ドマグロズマブノフンドグロズマブ、スタムルマブ）］を「ミオスタ

チン中和抗体又はミオスタチン前駆物質中和抗体（例えば、アピテグロマブ、ドマグロズマブ、ランドグロズマ

ブ、スタムルマブ）」に改め、S4３を 4.3とし、S4４を 4.4とし、S4４.1を 4. 4.1とし、S44.2から S44.4まで

を、4.4.2から 4.4.4までとする。 

 S5を次のように改める。 

S5 利尿剤及び隠蔽剤 

      常に禁止される物質（競技会検査及び競技会外検査） 

  この S5に規定する禁止される物質は全て特定物質とする。 

全ての利尿剤及び隠蔽剤（関連する場合には全ての光学異性体（例えば、ｄ体、l体）を含む。）は、禁止す

る。 

利尿剤及び隠蔽剤には、少なくとも次のもの及び類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有する他の物質

を含む。 

   デスモプレシン、プロベネシド及び血漿増量剤（例えば、静脈内に投与するアルブミン、デキストラン、

ヒドロキシエチルでん粉及びマンニトール） 

   アセタソラミド、アミロライト、ブメタニド、カンレノン、クロルタリドン、エタクリン酸、フロセミド、

インダパミド、メトラソン、スピロノラクトン、チアジド類（例えば、ベンドロフルメチアジド、クロロ

チアジド、ヒドロクロロチアジド）、トラセミド、トリアムテレン及びバプタン類（例えば、トルバプタン） 

  例外 

ドロスピレノン、パマブロム及び局所眼科使用される炭酸脱水酵素阻害薬（例えば、ドルソラミド、ブリ

ンソラミド） 

   歯科用の麻酔としてのフェリプレシンの局所への投与 

  注釈 

閾値を限度とする使用を条件とする物質（ホルモテロＩル、サルブタモール、カチン、エフェドリン、メチ

ルエフェドリン及びプソイドエフェドリン）が、常に又は該当する競技会において利尿 剤又は隠蔽剤（局所

眼科使用される炭酸脱水酵素阻害薬又は歯科用の麻酔としてのフェリプレシンの局所への投与を除く。）ととも

に競技者の検体から検知されることは、当該利尿剤又は隠蔽剤に関する治療使用特例に加え、当該物質に関す

る治療使用特例が当該競技者に承認されている場合を除くほか、その量にかかわらず、違反の疑われる分析結

果とみなす。 

 M1２中「エファプロキシラール（ＲＳＲ13）」の下に「、ボクセロトール」を加える。 

S6Ｂ中「四‐メチルヘキサン‐２‐アミン（メチルヘキサンアミン）」を「４‐メチルヘキサン‐２‐アミン（メ

チルヘキサンアミン・１・３‐ジメチルアミルアミン・１・３ＤＭＡＡ）］に、「５‐メチルヘキサン‐２‐アミ

ン（１・４‐ジメチルベンチルアミン）」を「５‐メチルヘキサン‐２‐アミン（１・４‐ジメチルベンチルアミ

ン・１・４‐ジメチルアミルアミン・１・４‐ＤＭＡＡ）］に改め、「シブトラミン」 の次に「ソルリアムフェ

トル」を加える。 

S 6例外中「2022年の監視プログラム」を「2023年の監視プログラム」に、「皮膚、鼻又は眼に使用するイミ

ダゾリン誘導体」を［皮膚、鼻、眼又は耳に使用するイミダソリン誘導体］に改め、「オキシメタゾリン」の下に

「、テトリゾリン」を加える。 

 S6注１中「2022年の監視プログラム」を「2023年の監視プログラム」に改める。 

 S 9注釈中「歯科根管内、経皮、経鼻、眼科用及び肛囲局所投与」を［歯科根管内、経皮、経鼻、眼科用、耳

及び肛囲局所投与］に改める。 

附中「ゴルフ（国際ゴルフ連盟）」の次に「ミニゴルフ（世界ミニゴルフースポーツ連盟）」を、「（世界水中連盟）」

の下に「（注）］を加える。 
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---------- 

◇スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の附属書の改正に関する件（外務省告示第 424、425号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 本紙 第 885号 3～5頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223h00885/20221223h008850003f.html 

○外務省告示第 425号 

 平成 17年 10月 19日にパリで採択された「スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約」の附属書Ⅱ

の一部は、同規約第三十四条の規定に従い、次のように改正され、その改正は、同条の規定により令和五年一月

一日に効力を生ずる。 

  （令和 4年 11月 15日付け国際連合教育科学文化機関事務局長書簡） 

  令和 4年 12月 23日                          外務大臣  林  芳正 

 4.0及び 4.1を次のように改める。 

     4.0 治療目的使用に係る除外措置の取得 

  禁止される物質又は禁止される方法を治療目的のために使用する必要のある競技者は、当該競技者か 4.1の

規定に基づき治療目的使用に係る除外措置を遡及して申請する資格を有しない限り、当該禁止される物質又は

禁止される方法の所持又は使用に先立ち、治療目的使用に係る除外措置を申請し、及び得なければならない。

いずれの場合においても、4.2の規定の条件を満たさなければならない。 

  4.0の規定に関する注釈 競技者がドーピング防止規則の対象となることに先立ち、疾患を有しており、か

つ、禁止される物質又は禁止される方法を所持し、又は使用している状況があり得る。この場合には、そ

の過去の所持又は使用については、治療目的使用に係る除外措置を必要とせず、不遡及的な治療目的使用

に係る除外措置で足りる。 

 4.1 遡及的な治療目的使用に係る除外措置は、禁止される物質又は禁止される方法について、当該物質又は方

法を所持し、又は使用した後も、治療目的使用に係る除外措置を申請するための機会を競技者に与える。 

   競技者は、次のいずれかの例外に該当する場合には、治療目的使用に係る除外措置を遡及して申請するこ

とができる（ただし、4.2に規定する条件を引き続き満たさなければならない。）。 

  (a) 緊急の又は早急な疾患の治療が必要であった場合 

  (b) 検体の採取に先立ち、十分な時間若しくは機会がないこと又は他の例外的な事情によって当該競技者が

治療目的使用に係る除外措置の申請を提出すること（又は治療目的使用に係る除外措置委員会が当該申請

を検討すること）を妨げられた場合 

(c) 特定のスポーツ又は種目に対する国内における優先順位の付与によって当該競技者の国内のドーピン

グ防止機関が、当該競技者に対し、不遡及的な治療目的使用に係る除外措置（5. 1の規定に関する注釈参

照）を申請することを許可しなかった場合又は求めなかった場合 

(d) ドーピング防止機関が、国際水準の競技者又は国内水準の競技者でない競技者から検体を採取すること

を選択する場合であって、当該競技者が禁止される物質又は禁止される方法を治療目的のために使用して

おり、当該ドーピング防止機関は、当該競技者に対し、遡及的な治療目的使用に係る除外措置を申請する

ことを許可しなければならない場合 

(e) 競技者が、競技会においてのみ禁止される物質を治療目的のために競技会外において使用した場合 

4. 1の規定に関する注釈 これらのいずれかの遡及的な例外を満たしていることは、必ずしも治療目的使用

に係る除外措置が許与されることを意味するものではない。すなわち、競技者の申請が、特定の治療目的

使用に係る除外措置の条件を満たしているか否かを判断するため、4.2の規定に基づいて評価され得るこ

とを意味する。 

4. 1(c)、(d)及び(e)の規定に関する注釈 検体の採取後に遡及的な治療目的使用に係る除外措置を申請す

る場合には、当該競技者は、治療の記録を準備し、及び 4.2に規定する治療目的使用に係る除外措置の

条件を満たすことを立証できるようにすることが強く望まれる。 

4. 1 (e)の規定に関する注釈 この㈱の規定は、競技者が、競技会においてのみ禁止される物質を治療目

的のために競技会外において使用するが、当該物質が競技会において当該競技者の体内に残るおそれが

ある状況に対処するよう努めるものである。ドーピング防止機関は、当該状況において、当該競技者に
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対し、遡及的な治療目的使用に係る除外措置を申請することを許可しなければならない（当該競技者が

事前に申請していない場合）。この㈱の規定は、また、ドーピング防止機関が、必要でない治療目的使

用に係る除外措置の事前の申請を評価することを防止するよう努めるものである。 

4.3の 4.3の規定に関する注釈を次のように改める。 

4.3の規定に関する注釈 遡及的な承認は、4.2に定める条件を満たしていない場合にも、4.3の規定に

基づいて許与されることができることが確認される（ただし、4.2に定める条件を満たすことは関連

する検討事項となる。）。その他関連する要因には、競技者が事前に申請しなかった理由、競技者の経

験、競技者が既に受けた教育、競技者がドーピング管理書において物質又は方法の使用を通告したか

否か及び競技者の治療目的使用に係る除外措置の最近の満了を含めることができるが、これらに限定

されない。世界ドーピング防止機構は、決定を行うに当たり、自己の裁量により、治療目的使用に係

る除外措置委員会の委員と協議することができる。 

5.1の 5.1の規定に関する注釈中「スポーツ」を「スポーツ又は種目」に改める。 

5.4中「掲載し、及び世界ドーピング防止機構に送付する」を「掲載する」に改め、後段を削る。 

5.5(c)「治療目的使用に係る除外措置の申請書」の下に「（ドーピング防止運用管理システムにおいて電子的

に完了しない場合）」を加える。 

5.5の 5.5の規定に関する注釈中「治療目的使用に係る除外措置の申請書は」を「治療目的使用に係る除外

措置の申請書が使用される場合には」に改める。 

6.2の 6.2の規定に関する注釈以外の部分を次のように改める。 

6.2 競技者は、オンラインで又は提供された治療目的使用に係る除外措置の申請書を使用して、自国のドー

ピング防止機関、当該競技者が属する国際競技連盟又は適当な場合には主要な競技会開催機関に申請すべ

きである。ドーピング防止機関は、競技者に使用させるべき申請書又は手続を自己のウェブサイトにおい

て入手することができるようにする。申請書が使用される場合には、申請書は、世界ドーピング防止機構

のウェブサイトにおいて利用可能な「治療目的使用に係る除外措置申請様式」のひな形に基づくものでな

ければならない。ドーピング防止機関は、追加的な 情報を要求するため当該ひな形を修正することがで

きるが、いかなる欄又は項目も、削除することができない。 

6.4の 6.4の規定に関する注釈以外の部分を次のように改める。 

 6.4 競技者は、関連するドーピング防止機関による別段の定めがある場合を除くほか、ドーピング防止運

用管理システムにより、治療目的使用に係る除外措置の申請を当該ドーピング防止機関に提出すべきで

ある。当該申請には、包括的な病歴（可能な場合には、最初の診断を行った医師による記録を含む。）並

びにこの申請に関連する全ての検査、試験所の調査及び画像検査の結果を添付しなければならない。当

該申請には、指定された範囲に医師の署名を含めなければならない。 

6.5を次のように改める。 

6.5 競技者は、治療目的使用に係る除外措置の申請並びに当該競技者のドーピング防止機関に提出した全て

の資料及び情報についての不備のない写しを保管すべきである。 

6.6中「申請書」を［申請］に改める。 

7.1(a)を次のように改める。 

 (a) 当該国際競技連盟又は主要な競技会開催機関は、治療目的使用に係る除外措置の決定が 5.5の規定

に従って報告される場合には、規範 4.4の規定（又は治療目的使用に係る除外措置の決定の特定の分

類、例えば、特定のドーピング防止機関により行われたもの若しくは特定の禁止される物質に関連す

るもの）に従って行われた当該治療目的使用に係る除外措置の決定を自動的に承認する通知を公表す

ることができる。治療目的使用に係る除外措置が許与された時に当該競技者の治療目的使用に係る除

外措置がこの方法により自動的に承認された治療目的使用に係る除外措置に分類される場合には、当

該競技者は、追加的な行動をとる必要はない。治療目的使用に係る除外措置は、自動的に承認された

場合には、ドーピング防止機関による更なる審査の対象とされない。 

7.1(a)の規定に関する注釈 治療目的使用に係る除外措置の決定を自動的に承認することは、競技者

の負担を軽減することができる。ただし、国際競技連盟及び主要な競技会開催機関は、自動的に承
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認するドーピング防止機関又は物質を慎重に選定すべきである。国際競技連盟又は主要な競技会開

催機関が治療目的使用に係る除外措置の決定を自動的に承認するという意思を有する場合には、当

該国際競技連盟又は主要な競技会開催機関は、ドーピング防止機関（治療目的使用に係る除外措置

に関するその決定が当該国際競技連盟又は主要な競技会開催機関により自動的に承認されるもの）

の一覧表又は当該国際競技連盟若しくは主要な競技会開催機関が治療目的使用に係る除外措置の決

定を自動的に承認する禁止される物質の一覧表をそのウェブサイトにおいて公表し、及びこれを常

に最新のものとすべきである。 

 7.1(b)を次のように改める。 

  (b) 自動的な承認が行われない場合には、競技者は、ドーピング防止運用管理システム又は国際競技連

盟若しくは関係する主要な競技会開催機関により別段の指定に基づく方法により、当該国際競技連

盟又は主要な競技会開催機関に対し、許与された治療目的使用に係る除外措置の承認の要請を行う。 

   7.1(b)の規定に関する注釈 承認は、4.2に規定する条件を満たすことにのみ基づいて行う。したが

って、治療目的使用に係る除外措置の期間のみをもって承認を拒否する理由としてはならない（当

該治療目的使用に係る除外措置の期間が 4.2に規定する条件を満たすことに関係する場合を除く。）。

治療目的使用に係る除外措置の期間については、適当な場合には、世界ドーピンク防止機構の治療

目的使用に係る除外措置に関する医師のガイドラインを指針とすべきである。 

********************************************************************************************* 

[4] 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（政令第 396号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 275号 15頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00275/20221223g002750015f.html 

あらまし 

◇水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（政令第 396号）（環境省） 

１ 次に掲げる物質を指定物質に追加することとした。（第三条の三関係） 

㈠ アニリン 

㈡ ペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ）及びその塩 

㈢ ペルフルオロ（オクタン‐１‐スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）及びその塩 

㈣ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

２ この政令は、令和五年二月一日から施行することとした。 

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 

御 名  御 璽 

令和 4年 12月 23日                     内閣総理大臣  岸田 文雄 

政令第 396号 

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 

内閣は、水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定す

る。 

水質汚濁防止法施行令（昭和四十六年政令第百八十八号）の一部を次のように改正する。 

第三条の三に次の四号を加える。 

五十七 アニリン 

五十八 ペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ）及びその塩 

五十九 ペルフルオロ（オクタン‐１‐スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）及びその塩 

六十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

附 則 

この政令は、令和五年二月一日から施行する。 

環境大臣  西村 明宏   

内閣総理大臣  岸田 文雄   
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********************************************************************************************* 

[5] 農業における農薬の使用状況・農地汚染防止状況 

◇国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について（令和 2年度及び令和 3年度） 

＜農林水産省 2022年 12月 23日＞ https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/221223.html 

農林水産省は、農薬の適正使用を推進し、安全な農作物の生産に資すること等を目的として、農家における農薬

の使用状況及び生産段階における農産物中の農薬の残留状況について調査を実施しています。この度、令和 2年

度及び令和 3年度の国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況について取りまとめましたのでお知らせ

します。 

１.調査結果 

1.農薬の使用状況について 

  871戸（令和 2年度 393戸、令和 3年度 478戸）の農家に対し、記入簿への記入又は聴取りを行うことで農薬

の使用状況を調査しました。 

  その結果、調査した農家（871戸）のうち、2戸の農家で、使用量又は希釈倍数が適切でなかった事例が確認さ

れました。残りの 869戸においては、農薬が適正に使用されていたことが確認されました。 

  農薬の不適正な使用があった 2戸の農家に対しては、地方農政局及び都道府県から、農薬の適正使用の徹底を

図るよう指導を行いました。 

表 1：令和 2年度及び令和 3年度の農薬の使用状況に関する調査結果 

年度 調査農家数 
農薬の 

総使用回数 

不適正使用の

あった農家数 

不適正使用の内容別の農家数 

誤った作物に

使用 

誤った使用量又は

希釈倍数で使用 

誤った時期に

使用 

誤った回数

で使用 

令和 2年度 393 3,687 0 0 0 0 0 

令和 3年度 478 5,004 2 0 2 0 0 

2.農薬の残留状況について 

  871検体（令和 2年度 393検体、令和 3年度 478検体）の農産物について、のべ 4,436種類の農薬と作物の組

合せの残留状況を調査しました。 

  その結果、令和 2年度には食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）に基づく残留基準値を超える農薬を含んだ検

体はありませんでした。令和 3年度には、農薬の不適正な使用があった農家における検体とは異なる 1検体が、

残留基準値を超える農薬を含んでおり、その他の検体は、残留基準値を超えていませんでした。 

  この 1検体は、はくさいで、残留基準値（0.2 mg/kg）を超える農薬のアセフェート（0.3 mg/kg）が検出され

ました。当該はくさいを栽培した農家をさらに調査しましたが、基準値超過の明確な原因は特定できませんでし

た。 

  なお、当該農作物を通常想定される量摂取した際の農薬の摂取量は、健康に悪影響を示さないと推定される摂

取量と比べ小さいことから、健康に影響を及ぼすおそれはありません。 

表 2：令和 2年度及び令和 3年度の農薬の残留状況に関する調査結果 

年度 

分析試料 

検体数 

（のべ検体数※） 

残留農薬基準値を超えた検体 

検体数 作物名 農薬名 

残留農薬 

基準値 

（mg/kg） 

検出値 

(mg/kg) 

令和 2年度 1,786 0 - - - - 

令和 3年度 2,650 1 はくさい アセフェート 0.2 0.3 

※のべ検体数：1試料検体について 2種類の農薬を分析した場合、2検体として計算。 

２.調査結果を受けた対応 

1. 農薬の不適正な使用が認められた農家に対して、地方農政局及び都道府県から農薬の適正使用の徹底を図る

よう指導を実施しました。 

2. 農薬の適正使用を推進するため、令和 4年度も同様の調査を実施しています。 
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<添付資料> 

（別添）国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果の概要（令和 2年度及び令和 3年度） 

     https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor/attach/pdf/r2_r3-5.pdf 

（別表 1）使用状況調査の結果（令和 2年度及び令和 3年度） 

     https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor/attach/pdf/r2_r3-1.pdf 

（別表 2）分析の対象とした農薬及びその定量限界（令和 2年度及び令和 3年度） 

     https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor/attach/pdf/r2_r3-4.pdf 

（別表 3）定量限界以上の濃度が検出された検体に関する残留状況調査の結果（令和 2年度及び令和 3年度） 

     https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor/attach/pdf/r2_r3-2.pdf 

（別表 4）農産物別の残留状況調査の結果（令和 2年度及び令和 3年度） 

     https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor/attach/pdf/r2_r3-3.pdf 

-------------------- 

◇ 令和３年度農用地土壌汚染防止法の施行状況について 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/press_00979.html 

環境省では、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、農林水産省とともに農用地の土壌汚染対策を進

めております。今般、令和３年度の同法の施行状況について取りまとめましたので、公表します。  

令和３年度末時点で、同法に基づき実施された農用地土壌汚染対策事業等の完了面積は 7,156haであり、同法の

指定要件基準値を超過した、又は超過するおそれが著しい地域とされた面積の 94.3％で対策事業等を完了してい

ます。 

■ 概要 

農用地については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（以下「農用地土壌汚染防止法」という。）に基づき、

農用地の土壌の特定有害物質による汚染によって人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作

物等の生育が阻害されることを防止することを目的とした各般の対策が講じられています。 

今般、令和３年度に行われた農用地土壌汚染防止法に基づく常時監視、農用地土壌汚染対策地域（以下「対策地

域」という。）の指定及び農用地土壌汚染対策事業等の状況について取りまとめました。 

■ 常時監視の状況 

農用地土壌汚染防止法では、都道府県知事に農用地の土壌汚染状況を常時監視（過去の調査結果から状況を把握

していることを含む。）することを義務付けています。常時監視として、令和３年度に実施された調査の結果は以

下のとおりでした。 

（１）細密調査 

汚染のおそれがある地域において適宜ほ場を変えながら、汚染の広がりと程度を把握する調査。令和３年度は秋

田県内の５地域 84.6ha、48地点で実施され、４地域５地点における玄米について、指定要件に係る基準値（玄米

中カドミウム濃度が 0.4mg/kg）を超えるカドミウムが検出され、最高値は 0.62mg/kgでした。 

（２）対策地域調査 

対策地域内及びその周辺において、農作物等の汚染状況を把握する調査。令和３年度は群馬県内１地域及び宮崎

県内２地域の計３地域で実施され、指定要件に係る基準値を超えた地域はありませんでした。 

（３）解除地域調査 

対策地域の指定が解除された地域において、再汚染の有無を確認する調査。令和３年度は愛知県内１地域及び島

根県内１地域の計２地域で実施され、指定要件に係る基準値を超えた地域はありませんでした。 

■ 対策地域の指定等の状況 

農用地土壌汚染防止法では、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されること、又は農作物等の生育が

阻害されることを防止するため、都道府県知事は指定要件に該当する地域を対策地域として指定することができ

ます。 

また、都道府県知事は、対策地域について、農用地土壌汚染対策計画（以下「対策計画」という。）を策定し、こ

れに基づき対策を行うことにより、汚染の除去や防止を図ることとされています。 

令和３年度の指定等の状況は以下のとおりです。 
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（１）令和３年度に新たに対策地域に指定された地域はありませんでした。 

（２）令和３年度に新たに対策計画が策定又は変更された地域はありませんでした。 

（３）令和３年度に対策地域の指定を解除した地域は以下の３地域です。 

     全解除 秋田県 鹿角北部地域 （90.8ha） 

             鹿角南部地域 （39.0ha） 

         福岡県 大牟田地域（昭和開北部第二） （32.1ha） 

この結果、令和３年度末までに対策地域として指定された地域は累計で 73地域(6,609 ha)、うち農用地土壌汚染

対策事業がすべて完了したとして対策地域の指定が全部解除された地域は 60地域、現在も指定されている地域は

一部が解除された地域を含めて 13地域です。指定面積累計 6,609haのうち指定が解除された面積が 6,376ha、現

在も指定されている面積が 233haです。 

■ 農用地土壌汚染対策事業等の進捗状況 

指定要件に係る基準値以上の特定有害物質が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域（対策地域に指定

されていない地域を含む。以下「基準値以上検出等地域」という。）の累計面積は、令和３年度末時点で 7,592ha

です。このうち、都道府県等が対策計画に基づき実施する農用地土壌汚染対策事業等が完了している地域は

7,156haで、基準値以上検出等地域の面積の 94.3％です。 

添付資料 

令和３年度農用地土壌汚染防止法の施行状況 

   https://www.env.go.jp/content/000097325.pdf 

********************************************************************************************* 

[6] 健康安全 

◇腎臓がんと放射線被ばくに関する医学的知見の公表について 

～労災請求を受け、国際的な報告や疫学調査報告等を分析・検討して報告書を取りまとめ～ 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A-cEVd6nu5S7tqWRY 

  厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」（座長：東京医療保健大学 教授 明石真言）は、

このたび、腎臓がんと放射線被ばくとの関連について、現時点の医学的知見を報告書として取りまとめましたの

で、公表します。 

 この報告書は、放射線業務従事者に発症した腎臓がんの労災請求があったことを受け、業務が原因かどうかを

判断するために、国際的な報告や疫学調査報告などを分析・検討し、取りまとめたものです。報告書の概要と、

この報告書を踏まえた腎臓がんと放射線被ばくに関する当面の労災補償の考え方は「資料１」のとおりです。 

 この公表は、労災認定の要件を満たせば労災補償が受けられること等を、広く周知することを目的としていま

す。今後とも医学的知見の収集に努めていきます。 

資料１ 検討会報告書の概要等 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001027190.pdf 

資料２ 腎臓がんと放射線被ばくに関する医学的知見について（報告書） 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001027214.pdf 

資料３ 用語解説 

   https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001027193.pdf 

********************************************************************************************* 

[7] 医薬品等 

◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（厚生労

働省令第 171号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 275号  52～55頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00275/20221223g002750052f.html 

○厚生労働省令第 171号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四

十四条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
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性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 

  令和 4年 12月 23日                        厚生労働大臣  加藤 勝信 

   医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）

の一部を次の表のように改正する。 

                                       （傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

別表第三（第二百四条関係） 

   毒 薬 

 有機薬品及びその製剤 

  一～一の十九  （略） 

  一の二十 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一の二十一 イサブコナゾニウム、その塩類及び

それらの製剤。ただし、イサブコナゾールとし

て 212㎎以下を含有するものを除く。 

一の二十二 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一の二十三～一の三十四  （略） 

  二～十二の五  （略） 

十二の六 (±)‐２‐［（１‐ベンジルピベリジン

‐４‐イル］メチル］‐５・６‐ジメトキシイ

ンダン‐１‐オン（別名ドネベジル）、その塩類

及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを

除く。 

   ⑴・⑵ （略） 

   ⑶ （略） 

 

 

 

別表第三（第二百四条関係） 

   毒 薬 

 有機薬品及びその製剤 

  一～一の十九  （略） 

一の二十 ９アルファ‐フルオロ‐11ベーダ・17

アルファ・21‐トリヒドロキシ‐16アルファ‐

メチル‐１・４‐プレグナジェン‐３・20‐ 

   ジオン‐７・２‐ジプロピオナート（別名プロ

ピオン酸デキサメタゾン）及びその製剤。ただ

し、９アルファ‐フルオロ‐11ベーダ・17アル

ファ・21‐トリヒドロキシ‐16アルファ‐メチ

ル‐１・４‐プレグナジェン‐３・20‐ジオン

‐７・２‐ジプロピオナート 0.1％以下を含有す

る外用剤を除く。 

   （新設） 

 

 

  一の二十一 ５‐イスフロピル ３‐メチル 

   ２‐シアノ‐１・４‐ジヒドロ‐６‐メチル‐

４‐（メタ‐ニトロフェニル）‐３・５‐ピリ

ジンジカルボキシラート（別名ニルバジピン）

及びその製剤。ただし、１個中５‐イソプロピ

ル ３‐メチル ２‐シアノ‐１・４‐ジヒド

ロ‐６‐メチル‐４‐（メタ‐ニトロフェニル）

‐３・５‐ピリジンジカルボキシラート４㎎以

下を含有する内用剤を除く。 

  一の二十二～一の三十三  （略） 

  二～十二の五  （略） 

十二の六 (±)‐２‐［（１‐ベンジルピベリジン

‐４‐イル］メチル］‐５・６‐ジメトキシイ

ンダン‐１‐オン（別名ドネベジル）、その塩類

及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを

除く。 

   ⑴・⑵ （略） 

   ⑶ (±)‐２‐［（１‐ベンジルピベリジン‐４

‐イル）メチル］‐５・６‐ジメトキシイン

ダン‐１‐オンとして 0・912％以下を含有す

るシロツプ剤 
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   ⑷ 一枚中�‐２‐[（１‐ベンジルピペリジン

‐４‐イル）メチル]‐５・６‐ジメトキシイ

ンダン‐１‐オンとして 55㎎以下を含有する

貼付剤 

 十二の七～十七  （略） 

   劇 薬 

生薬、動植物成分及びそれらの製剤 

  一～三十六 （略） 

 三十七 （略） 

  

⑴・⑵ （略） 

三十八 パイナツプル茎搾汁精製物及びその製

剤。ただし、一瓶中にタンパク質としてパイナ

ツプル茎搾汁精製物 4・3ｇ以下を含有する製剤

を除く。 

三十九 （略） 

 

 

 

 

四十～六十一 （略） 

 有機薬品及びその製剤 

  一～八の四 （略） 

  八の五 （略）  

  八の六 イサブコナゾニウム、その塩類及びそれ

らの製剤であつて、イサブコナゾールとして 212

㎎以下を含有するもの 

  八の六 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

八の八・八の九 （略） 

九～五十九の八 （略） 

  五十九の九 (略) 

  五十九の十 セミプリマブ及びその製剤 

  五十九の十一 (略) 

   

五十九の十二～五十九の十九 （略） 

六十～六十二の二十五 （略） 

  六十二の二十六 （略）  

 

   （新設） 

 

 

 

 十二の七～十七 （略） 

   劇 薬 

生薬、動植物成分及びそれらの製剤 

  一～三十六 （略） 

  三十七 ネオスチグミン、その塩類及びそれらの

製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

  ⑴・⑵ （略） 

（新設） 

 

 

  三十八 ハツカクアルカロイド、その誘導体、そ

れらの塩類、バツカク及びそれらを含有する製

剤。ただし、(＋)‐10‐メトキシ‐１・６‐ジ

メチルエルゴリン‐八べータ‐メタノール ５

‐ブロモニコチン酸エステル（別名ニセルゴリ

ン）及びその製剤を除く。 

  三十九～六十 （略） 

有機薬品及びその製剤 

 一～八の四  （略） 

  八の五 イサツキシマブ及びその製剤 

  （新設） 

 

 

八の六 ３‐イソブチリル‐２‐イスフロピルピ

ラゾロ［１・５‐ａ］ピリジン（別名イブジラ

スト）及びその製剤。ただし、１個中３‐イソ

ブチリル‐２‐イスフロピルピラゾロ［１・５

‐ａ］ピリジン‐10㎎以下を含有する内用剤及

び３‐イスフチリル‐２‐イソプロピルピラゾ

ロ［１・５‐ａ］ピリジンとして 0・01％以下を

含有する点眼剤を除く。 

八の七・八の八  （略） 

九～五十九の八  （略） 

五十九の九 セマグルチド及びその製剤 

  （新設） 

五十九の十 セルトリズマブ ベゴル及びその製

剤 

五十九の十一～五十九の十八  （略） 

六十～六十二の二十五  （略） 

六十二の二十六 トラフエルミン及びその製剤。

ただし、トラフエルミン 1・41㎎以下を含有す
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  六十二の二十七 トラロキヌマブ及びその製剤 

六十二の二十八 （略） 

 

 

六十二の二十九 （略） 

六十三～六十九の二 （略） 

六十九の三 （略） 

 

六十九の四 トレメリムマブ及びその製剤 

六十九の五 （略） 

 

 

 

 

 

 

六十九の六～六十九の十九 （略） 

  七十～百十の二十二 （略） 

  百十の二十三 （略） 

 

 

 

 

百十の二十四 (±)‐２‐［（１‐ベンジルピベリ

ジン‐４‐イル］メチル］‐５・６‐ジメトキ

シインダン‐１‐オン（別名ドネベジル）又は

その塩類の製剤であって次に掲げるもの。 

   ⑴・⑵ （略） 

   ⑶ （略） 

 

 

 

   ⑷ 一枚中(±)‐２‐[（１‐ベンジルピペリジ

ン‐４‐イル）メチル]‐５・６‐ジメトキシ

インダン‐１‐オンとして五五㎎以下を含有

する貼付剤 

  百十の二十五～百十六の二 （略） 

  百十七 （略） 

百十七の二 ホスタマチニブ、その塩類及びそれ

らの製剤 

  百十七の三 （略） 

 

  百十七の四～百十七の六  （略） 

  百十八～百三十六  （略） 

る外用剤を除く。 

  （新設） 

六十二の二十七 ４・４‐［２Ｈ‐１・２・４‐

トリアソール‐１‐イル］メチレン］ジベンゾ

ニトリル（別名レトロソール）及びその製剤 

六十二の二十八  （略） 

六十三～六十九の二  （略） 

六十九の三 トルバプタンリン酸エステル、その

塩類及びそれらの製剤 

  （新設） 

六十九の四 （１Ｓ・３Ｓ・５Ｒ）‐３‐卜ロポ

イルオキシ‐８‐イソプロピルトロハニウムブ

ロミド（別名臭化イプラトロピウム）及びその

製剤。ただし、１容器中（１Ｓ・３Ｓ・５Ｒ）

‐３‐卜ロポイルオキシ‐８‐イスフロピルト

ロハニウムブロミド 5・236㎎以下を含有する吸

入剤を除く。 

六十九の五～六十九の十八  （略） 

  七十～百十の二十二  （略） 

  百十の二十三 （３Ｒ）‐３‐ベンジル‐   

Ｎ・Ｎ・Ｎ‐トリメチル‐１‐（２‐メチルア

ラニル‐Ｄ‐トリプトフイル）ピベリジン‐３

‐カルボヒドラジド（別名アナモレリン）、その

塩類及びそれらの製剤 

  百十の二十四 (±)‐２‐［（１‐ベンジルピベリ

ジン‐４‐イル］メチル］‐５・６‐ジメトキ

シインダン‐１‐オン（別名ドネベジル）又は

その塩類の製剤であつて次に掲げるもの。 

   ⑴・⑵ （略） 

   ⑶ (±)‐２‐［（１‐ベンジルピベリジン‐４

‐イル］メチル］‐５・６‐ジメトキシイン

ダン‐１‐オンとして 0・921％以下を含有す

るシロツプ剤 

   （新設） 

 

 

 

  百十の二十五～百十六の二  （略） 

  百十七 抱水クロラール 

  （新設） 

 

  百十七の二 ホスネツピタント、その塩類及びそ

れらの製剤 

  百十七の三～百十七の五  （略） 

  百十八～百三十六  （略） 
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別表第五（第二百二十八条の十関係） 

 医薬品 

  一～百二十一 （略） 

  百二十二 （略） 

 

  百二十三 セミプリマブ及びその製剤 

  百二十四 （略） 

  百二十五～百五十 （略） 

百五十一 （略）  

 

百五十ニ トレメリムマブ及びその製剤 

百五十三 （略） 

百五十四～二百二十 （略） 

別表第五（第二百二十八条の十関係） 

 医薬品 

  一～百二十一  （略） 

  百二十二 セツキシマブ サロタロカンナトリウ

ム及びその製剤 

  （新設） 

  百二十三 セルベルカチニブ及びその製剤 

  百二十四～百四十九 （略） 

百五十 トリス‐（ベータクロロエチル）‐アミ

ン、その塩類及びそれらの製剤 

 （新設） 

百五十一 ニボルマブ及びその製剤 

百五十二～二百十八  （略） 

附 則 

 この省令は、公布の日から施行する。 

---------- 

◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労

働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件（厚生労働省告示第 368号）  

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 275号 140～141頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00275/20221223g002750140f.html 

○厚生労働省告示第 368号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四

十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条

第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品（平成十七年厚生労働省告示第二十四号）の一部を次の表

のように改正する。 

令和 4年 12月 23日                        厚生労働大臣  加藤 勝信 

（傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されること

が目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使

用されることのないものを除く。） 

一～七  （略） 

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及び

それらの塩類を有効成分として含有する製剤（前各号

に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二以上の

有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるもの

に限る。 

⑴～(111) （略） 

 (112) （略） 

 (113) イサブコナソニウム 

 (114) （略） 

 (115)～(171) （略） 

 (172) （略） 

 (173) エダラボン 

 (174)  （略） 

次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されることが

目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用さ

れることのないものを除く。） 

一～七  （略） 

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそ

れらの塩類を有効成分として含有する製剤（前各号に掲

げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二以上の有効成

分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。 

 

⑴～(111) （略） 

 (112)  イグラチモド 

 (新設) 

(113)  イストラデフィリン 

 (114)～(170) （略） 

 (171)  エソメプラソール 

 (新設) 

 (172)  エタンブトール 
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 (175)～(706) （略） 

 (707) （略） 

 (708)  トレプロスチニル 

 (709)  （略） 

 (710)～(755) （略） 

 (756) （略） 

 (757)   パイナップル茎搾汁精製物 

 (758) （略） 

 (758) ～(998) （略） 

 (999) （略） 

 (1000) ホスタマチニブ 

(1001) （略） 

(1012)～(1016) （略） 

(1017) （略） 

(1018) マイトマイシン C 

(1019) （略） 

 (1014)～(1204) （略） 

九 （略） 

 (173)～(704) （略） 

 (705) （略） 

 （新設） 

 (706) トレミフェン 

 (707)～(752) （略） 

 (753) バイオマイシン 

  （新設） 

 (754) バカンピシリン 

 (755)～(994) （略） 

 (995) ホスアンプレナビル  

  （新設） 

 (996) ボスチニブ 

(997)～(1011) （略）  

 (1012) ホルモテロール。ただし、内用剤を除く。 

 （新設） 

 (1013) マキサカルシトール 

 (1014)～(1204) （略） 

九 （略） 

---------- 

◇厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件（厚生労働省告示第 369号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 275号 141～142頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00275/20221223g002750141f.html 

○厚生労働省告示第 369号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二

条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品（平成十五年厚生労働省

告示第二百九号）の一部を次の表のように改正する。 

  令和 4年 12月 2日                        厚生労働大臣  加藤 勝信 

改 正 後 改 正 前 

別表第１ 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医

薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的と

されている医薬品のうち､人又は動物の身体に直

接使用されることのないものをいう。以下同じ｡）

を除く｡） 

 ⑴～(170) (略） 

 (171)  (略） 

 (172) セミプリマブ（遺伝子組換え） 

 (173)   (略） 

 (174)～(221)  (略） 

 (222)  (略） 

 

 (223) トラロキヌマブ（遺伝子組換え） 

 (224) (略） 

(225) トレメリムマブ（遺伝子組換え）  

(226)  

別表第１ 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医

薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的と

されている医薬品のうち､人又は動物の身体に直

接使用されることのないものをいう。以下同じ｡）

を除く｡） 

 ⑴～(170)  (略） 

 (171) セベリパーゼ アルファ（遺伝子組換え） 

 （新設） 

 (172) セルリポナーゼ アルファ（遺伝子組換え） 

(173)～(220)  (略） 

 (221) トラスツズマプ デルクステカン（遺伝子組

換え） 

（新設） 

 (222) ドルナーゼ アルファ（遺伝子組換え） 

（新設） 

 (223)  
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 (227)～(331)  (略） 

２～４ （略） 

 (224)～(328)  (略） 

２～４ （略） 

---------- 

◇医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件（厚生労働省告示第 370号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 275号 142頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00275/20221223g002750142f.html 

○厚生労働省告示第 370号 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）第四条第六項第一号の規定に基づき、

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等（平成十六年厚生労働省告示第百 

八十五号）の一部を次の表のように改正する。 

  令和 4年 12月 2日                        厚生労働大臣  加藤 勝信 

（傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

一～百二十二 （略） 

百二十三 （略） 

 

百二十四 セミプリマブ及びその製剤 

百二十五 （略） 

百二十六～百五十一 （略） 

百五十二 （略） 

 

百五十三 トレメリムマブ及びその製剤 

百五十四 （略） 

百五十五～二百二 （略） 

二百三 マイトマイシンＣ及びその製剤（ただし、用

時溶解眼科外用剤として用いられるものか除く。） 

二百四～二百四十四 （略） 

一～百二十二 （略） 

百二十三 セツキシマブ サロタロカンナトリウム及

びその製剤 

（新設） 

百二十四 セルペルカチニブ及びその製剤 

百二十五～百五十〇 （略） 

百五十一 トリス‐（ベータクロロエチル）‐アミン、

その塩類及びそれらの製剤 

(新設) 

百五十二 ニボルマブ及びその製剤 

百五十三～二百 （略） 

二百一 マイトマイシンＣ及びその製剤 

 

二百二～二百四十二 （略） 

********************************************************************************************* 

[8] 食品安全衛生関係 

◇令和４年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果（中間報告）の公表 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E_cURc63q4SrpraBY 

 厚生労働省において、令和４年度輸入食品監視指導計画に基づく、令和４年４月から同年９月までの監視指導

結果（中間報告）を取りまとめましたので、公表します。 

主な内容 ［ ］内は令和３年度同期間の実績値、今年度の数値はいずれも速報値 

・ 令和４年４月から同年９月までの輸入届出件数は 1,246,556件［1,246,313件］であり、輸入届出重量は約

12,154千トン［約 11,891千トン］でした。これに対し、106,351件［102,352件］（モニタリング検査 28,568

件［26,614件］、検査命令 33,480件［32,819件］、自主検査 43,716件［43,742件］等の合計から重複を除

いた数値）の検査を実施し、このうち 388件［398件］を食品衛生法違反として、積み戻しや廃棄等の措置

を講じました。 

・ 海外情報等に基づく緊急対応として、リステリア・モノサイトゲネス汚染のおそれのあるフランス産ナチュ

ラルチーズ、アフラトキシン汚染のおそれのあるアーモンドを原料として使用したベルギー産チョコレート

などについて積み戻し等の措置を講じました。 

本結果は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページにも掲載しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/kanshi/index.htm

l  
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********************************************************************************************* 

[9] 温暖化対策関係 

◇温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会 中間取りまとめについて 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/press_00981.html 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/study/2022/interim_report_20221223.pdf 

＜経済産業省 2022年 12月 23日＞

https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221223004/20221223004.html?from=mj 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/study/2022/interim_report_20221223.pdf 

---------- 

◇地球温暖化でマリモが枯死の恐れ 結氷しない阿寒湖を再現し実験 

＜共同通信 2022年 12月 24日＞ https://www.47news.jp/news/8732329.html 

 北海道の釧路市教育委員会や東京大などの研究グループは 24日までに、阿寒湖（釧路市）に生息する国の特別

天然記念物マリモを巡り、阿寒湖が地球温暖化の影響で凍らなくなったり湖上に雪が積もらなくなったりすれば、

マリモが強い太陽光を直接浴び枯れる恐れがあるとの研究結果を公表した。研究グループは「温暖化の影響に警

鐘を鳴らす結果」としている。 

 研究グループは阿寒湖が結氷しない状況を再現するため、凍った湖面に穴を開け、水温と光の強さを測定。そ

の結果に基づき、屋内で水温を 2度に設定し、マリモの表面から引き抜いた糸状体を実験に用いた。  

********************************************************************************************* 

[10] 環境安全関係 

◇（仮称）和歌山印南日高川風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/press_00991.html 

---------- 

◇（仮称）北海道厚田風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/111050_00017.html 

---------- 

◇（仮称）深浦第二風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/press_00970.html 

********************************************************************************************* 

[11] 調査、公募、意見募集等 

[統計資料] 

◇薬事工業生産動態統計令和３年 年報について 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eUxU43KwQrJiUBY 

---------- 

◇最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 令和 4年度 8月号 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eUxU43KwQrJxABY 

---------- 

◇最近の医科医療費（電算処理分）の動向 令和 4年度 8月号 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=t1Ow4WoTDyAPAzclY 

---------- 

◇最近の医療費の動向-MEDIAS-令和 4年度 8月号 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=2z_cjQZ_Y0xjb1pJY 

********************************************************************************************* 

[12] その他省庁発表 

◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令（政令第 394号） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 275号 12～14頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00275/20221223g002750012f.html 
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あらまし 

◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令（政令第 394号）（内閣府本府） 

１ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下「法」という。）第七条の規

定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定することとした。（第一条関係） 

㈠ 抗菌性物質製剤 

㈡ 肥料 

㈢ 永久磁石 

㈣ 工作機械及び産業用ロボット 

㈤ 航空機の部品（航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。） 

㈥ 半導体素子及び集積回路 

㈦ 蓄電池 

㈧ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機（入出力装置を含む。）を他人の情

報処理の用に供するシステムに用いるプログラム 

㈨ 可燃性天然ガス 

(一〇) 金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタ

ル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリ

ウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バ

リウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及

びリンに限る。） 

(一一) 船舶の部品（船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。） 

２ 法第一六条第一項第一号の政令で定める金融機関を、銀行、長期信用銀行等とすることとした。（第二条関係） 

３ 法第一六条第四項第一号の政令で定める法律を、農業協同組合法、水産業協同組合法等とすることとした。

（第三条関係） 

４ 法第一三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融

公庫法施行令第三〇条第一項並びに第三一条第一項及び第二項の規定の適用について、所要の読替規定を整備

することとした。（第四条関係） 

５ ゴム製品製造業、ソフトウェア業若しくは情報処理サービス業又は旅館業の中小企業者の範囲を定めること

とし、法第二六条第八号の政令で定める組合及び連合会を、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会

等とすることとした。（第五条関係） 

６ 中小企業信用保険法に規定する保険関係であって、供給確保関連保証に係るものについての保険料率を定め

ることとした。（第六条関係） 

７ 主務大臣は、法第三〇条第一項から第三項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ

関税定率法第七条第六項、第八条第五項又は第九条第六項の調査を開始するか否かを判断するために必要な証

拠を提出すること等とした。（第七条関係） 

８ 法第三四条第六項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事

項を定めることとした。（第八条関係） 

９ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令において特定

業務を営む特定承継会社について銀行とみなして適用する法令に、経済施策を一体的に講ずることによる安全

保障の確保の推進に関する法律施行令を追加することとした。附則第二項関係） 

10 この政令は、公布の日から施行することとした。 

---------- 

◇施設内環境測定値活用のための「週間環境データ自動計算シート」など 19の優れた技術・品種を選定！ 

～「最新農業技術・品種 2022」を公開！～ 

＜農林水産省 2022年 12月 23日＞ https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/221223.html 

---------- 

◇令和 5年度開設予定の大学の学部等の設置届出について（令和 4年 10月分） 
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＜文部科学省 2022年 12月 23日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/agnMadangt1SvqbS 

---------- 

◇国際卓越研究大学制度について 

＜文部科学省 2022年 12月 23日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/agnMadangt1SvqbV 

公募・選定のスケジュール 

令和 4年 12月 23日（金曜日） 公募開始 

令和 5年 3月 31日（金曜日）15時 00分 公募締切（意向表明書／体制強化計画（第一次案）提出） 

令和 5年度～ 段階的審査 

  （春～秋頃にかけて段階的に絞り込み。大学側との丁寧な対話。） 

  国際卓越研究大学 認定 ／ 体制強化計画 認可 

  助成開始（令和 6年度予定） 

********************************************************************************************* 

[13] 関連会議等の開催案内、記録・報告、資料等 

[開催案内] 

・食品に関するリスクコミュニケーション「輸入食品の安全性確保に関する意見交換会」を開催します 

～１月 31日に東京、２月３日に大阪で開催。参加者募集を開始～ 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E_cURc63q4Srp5SBY 

（１）情報提供・講演 

１．「輸入食品の安全性確保について（令和５年度輸入食品監視指導計画（案））」 

２．「輸入食品の安全性確保について（輸入食品監視指導計画に基づく輸入時対応）」 

３．「輸入食品の安全・安心にかかる事業者の取り組みについて」 

（２）意見交換 

・オンラインセミナー「mottECOで外食時の食品ロスを削減  ～食べ残しの持ち帰りのすすめ～ 」開催のお知ら

せ   1月 20日 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/press_00971.html 

「mottECO（モッテコ）」（飲食店等での食べ残しを自己責任の範囲で持ち帰る行為）を実践している地方公共団体・

事業者等による取組事例の紹介とともに、地域や業態を超えた mottECOの普及拡大をテーマにトークセッション

を実施 

・「OECMの設定・管理の推進に関する検討会（第２回）」・「30by30に係る経済的インセンティブ等検討会（第３

回）」の合同開催について   １月 13日 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/press_00954.html 

※OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）：保護地域以外で生物多様性保全に資する地域 

30by30目標：2030年までに陸と海の 30%以上を健全な生態系として保全しようとする目標 

・薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会令和４年度第４回献血推進調査会を開催します  １月 16日 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E_cURc63q4SrpqKBY 

１．献血推進計画の在り方について 

２．輸出に際しての献血者への説明について 

３．自治体・企業における取組の紹介 

４．その他 

・「医学教育モデル・コア ・ カリキュラム令和 4 年度改訂版に関するシンポジウム」の開催について 

   １月 20日 

http://mailmaga.mext.go.jp/c/agnMadangt1SvqbR 

-------------------- 

[開催記録、報告、資料等] 

・第 150回労働政策審議会安全衛生分科会議事録   11月 16日 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A-cEVd6nu5S7trGRY 
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（１）第 14次労働災害防止計画について 

（２）第三管理区分の事業場に対する措置の強化に係る大臣告示内容等について 

・科学技術・学術審議会（第 69回）配布資料   12月 23日 

http://mailmaga.mext.go.jp/c/agnMadangt1SvqbL 

1. 各分科会等の報告等について 

2. 最近の科学技術・学術の動向について 

3. その他 

********************************************************************************************* 

[14] 海外の化学物質管理情報  ＜NITE化学物質管理関連情報 第 614号 2022年 12月 21日 から＞ 

〇国際 

・Series on Testing and Assessment: publications by number 

＜経済協力開発機構(OECD) 2022年 12月 15日＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/testing/series-testing-assessment-publications-number.htm 

標記の化学物質の試験と評価に関する文書が公開された。 

○No. 373 Case Study on the use of Integrated Approaches to Testing and Assessment for potential Systemic 

Toxicity and Estrogen Receptor Activation of a Group of Bisphenols and Select Alternatives 

・eChemPortal: Global Portal to Information on Chemical Substances 

＜経済協力開発機構(OECD) 2022年 12月 16日＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/echemportalglobalportaltoinformationonchemicalsubstances.htm 

PFAS情報の eChemPortalへのリンクに関する記事が掲載された。 

・Draft Guidance and Review Documents/Monographs 

＜経済協力開発機構(OECD)＞ 

https://www.oecd.org/env/ehs/testing/draft-guidance-review-documents-monographs.htm 

下記のガイダンス案に対する意見募集が開始された。期限は 2023/02/08まで。 

○Draft overview document supporting the prediction model update of the IL8-Luc assay (Annex 3 of TG 442E on 

skin sensitisation)  

○Supplementary files supporting the calculations :  

(1)Supplementary file 1 

(2)Supplementary file 2  

○Draft Validation study report of the Epidermal Sensitisation Assay (EpiSensA) Annexes 1-12 to the validation 

report 

○Peer review report of the Epidermal Sensitisation Assay (EpiSensA) 

・Section 4: Health Effects 

＜経済協力開発機構(OECD)＞ https://www.oecd.org/env/ehs/testing/section4-health-effects.htm 

化学物質の人健康への影響に関する 1件の試験ガイドライン案が掲載された。意見募集は 2023/02/08まで。 

○Draft Updated TG 442E: In Vitro Skin Sensitisation / Annex 3 : Interleukin-8 Reporter Gene Assay (IL-8 Luc 

assay) 

-------------------- 

○欧州 

・ADR Competent authorities: Notifications in accordance with 1.9.4 (additional provisions concerning the 

transport of dangerous goods by road) and 1.9.5 (tunnel restrictions) in the Netherlands (update) 

＜国連欧州経済委員会(UNECE) 2022年 12月 13日＞ 

https://unece.org/transport/dangerous-goods/country-information-competent-authorities-notifications#accor

dion_3 

標記の情報が更新された。 

Netherlands → https://unece.org/sites/default/files/2022-12/Netherlands_2022-12.pdf 
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・ADR Multilateral agreements: Luxembourg signed M346 (Carriage of paint residues) and M347 (Carriage of 

monkeypox virus) 

＜国連欧州経済委員会(UNECE) 2022年 12月 13日＞ https://unece.org/adr-multilateral-agreements 

ルクセンブルグが標記協定に署名したと掲載された。 

○M346： 塗料残渣の輸送 

○M347：サル痘ウィルスの輸送 

・ADR Competent authorities: Notification in accordance with 1.8.4 (other competent authorities) - Poland 

(update) 

＜国連欧州経済委員会(UNECE) 2022年 12月 15日＞ 

https://unece.org/transport/dangerous-goods/country-information-competent-authorities-notifications 

標記の情報が更新された。 

Poland → https://unece.org/sites/default/files/2022-12/Poland_2022-12.pdf 

・ADR Multilateral agreements: new M349 concerning periodic inspection of LPG welded steel cylinders initiated 

by Italy and signed by France 

＜国連欧州経済委員会(UNECE) 2022年 12月 15日＞ https://unece.org/adr-multilateral-agreements 

イタリアが標記協定を発案しフランスが署名したと掲載された。 

○M349：LPG溶接鉄製シリンダーの定期検査 

・Proposals of corrections to the French text of ADR as amended: see Depositary notification 

C.N.433.2022.TREATIES-XI.B.14 

＜国連欧州経済委員会(UNECE)＞ 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_en 

標記の訂正案が掲載された。 

○C.N.433.2022 → https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.433.2022-Eng.pdf 

・SCHEER - Opinion open for comments on PCDDs, PCDFs, and DL-PCBs (deadline for comments: 13 January 2023) 

＜国連欧州経済委員会(UNECE)＞ 

https://health.ec.europa.eu/latest-updates/scheer-opinion-open-comments-pcdds-pcdfs-and-dl-pcbs-deadline-

comments-13-january-2023-2022-12-09_en 

水枠組み指令（WFD）に基づく SCHEER（Scientific Committee on health, Environmental and Emerging）の科学的意

見が公開された。 

対象は、Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), dioxin-like 

polychlorinated biphenyls (DL-PCBs)の環境品質基準案。意見募集は 2023/01/13まで。 

・SCHEER - Opinion open for comments on POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS (PBDEs) - deadline for comments: 13 

January 2023 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 9日＞ 

https://health.ec.europa.eu/latest-updates/scheer-opinion-open-comments-polybrominated-diphenyl-ethers-pb

des-deadline-comments-13-january-2023-2022-12-09_en 

水枠組み指令に基づく SCHEERの科学的意見が公開された。 

対象は、POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS (PBDEs)の環境品質基準案。意見募集は 2023/01/13まで。 

・Commission Implementing Decision (EU) 2022/2427 of 6 December 2022 establishing the best available techniques 

(BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial 

emissions, for common waste gas management and treatment systems in the chemical sector (notified under document 

C(2022) 8788) (Text with EEA relevance) 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 12日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2427&qid=1671066438577 

廃ガス管理および処理システムの工業排出に関して、利用可能な最善の手法 (BAT) を確立する欧州委員会執行決定が

官報公示された。 
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・COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) .../… amending, for the purposes of adapting to scientific and technical 

progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption 

for mercury in melt pressure transducers for capillary rheometers under certain conditions 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 12日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AAres%282022%298604149&qid=1670893425611 

標記の水銀の使用に関する適用除外について RoHS 指令を改正する委員会委任指令案が掲載された。 

○意見募集（期限：2023/01/09） → 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13596-Electrical-equipment-merc

ury-in-melt-pressure-transducers-for-specific-capillary-rheometers-RoHS-exemption-_en 

○WTO/TBT通報（意見募集 2023/02/13まで）→ 

https://eping.wto.org/en/Search/Index?viewData=G%2FTBT%2FN%2FEU%2F940 

・Consolidated text: Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 

on persistent organic pollutants (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 13日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20221213&qid=1671068562798 

欧州 POPs規則に関して標記の文書が掲載された。 

・Revision of Regulation (EC) 648/2004 on the making available and placing on the market of Detergents 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 13日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM%3AAres%282022%298642823&qid=1670984018700 

洗剤規制の改正に対するオンライン公開協議のサマリーが掲載された。 

・SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Salicylic acid - deadline for comments: 17 February 2023 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 15日＞ 

https://health.ec.europa.eu/latest-updates/sccs-preliminary-opinion-open-comments-salicylic-acid-deadline

-comments-17-february-2023-2022-12-15_en 

サリチル酸に関する SCCS（Scientific Committee on Consumer Safety）の予備的な意見が公開された。意見募集は

2023/02/17まで。 

・New shipping fuel standards to reduce sulphur air pollutants in the Mediterranean by 80% 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 16日＞ 

https://environment.ec.europa.eu/news/new-shipping-fuel-standards-reduce-sulphur-air-pollutants-mediterra

nean-80-2022-12-16_en 

船舶燃料のイオウ含有量の削減に関して、標記の記事が掲載された。 

・SCHEER - Final Opinion on "Draft Environmental Quality Standards for Priority Substances under the Water 

Framework Directive" - Hexachlorobutadiene 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 16日＞ 

https://health.ec.europa.eu/latest-updates/scheer-final-opinion-draft-environmental-quality-standards-pri

ority-substances-under-water-framework-2022-12-16_en 

Hexachlorobutadieneの水枠組み指令に基づく環境品質基準案に関して、SCHEERによる最終意見が掲載された。 

・Consolidated text: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 

2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing 

a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 

and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 

91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 17日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20221217&qid=1671412375735 

REACH規則に関して標記の文書が掲載された。 

・Consolidated text: Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 
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2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 

67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance)Text with EEA 

relevance 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 17日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20221217&qid=1671412375735 

CLP規則の改正等に関して標記の文書が掲載された。 

・Consolidated text: Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 

2009 on cosmetic products (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance 

＜欧州委員会(EC) 2022年 12月 17日＞ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20221217&qid=1671413016696 

化粧品規則に関して標記の文書が掲載された。 

・ECHA Weekly - 14 December 2022 

＜欧州化学品庁(ECHA) 2022年 12月 14日＞ 

https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/9109026-242 

＜REACH＞ 

○Member States plan to evaluate 24 substances in 2023-2025 

2023年～2025年 Community rolling action plan (CoRAP)の下での評価対象物質について 

○Assessment of regulatory needs reports published 

１物質群の規制ニーズ評価レポートについて 

○Authorisation for uses of chromium(VI) substances: register now for online information session 

標記物質の認可に関するオンラインセッションの開催について。開催日は 2023/02/15。 

＜CLP＞ 

○New proposals to harmonise classification and labelling 

新たな２物質群の提案書提出について 

＜IT tools> 

○IUCLID Cloud services replacing REACH-IT online dossiers 

2023年 1月からの標記の切替えについて 

＜Nanomaterials＞ 

○(Bio)degradation, persistence, and safety by design of nanomaterials examined in a recent study 

標記の試験結果について 

○Listen to our podcast on (bio)degradation and safety by design of nanomaterials 

標記の Podcastについて  

・欧州環境庁、ヨーロッパの大気質の改善は続いているが、なお対策の強化が必要と報告（EU／2022.11.24 発表） 

＜EICネット：環境イノベーション情報機構 2022年 12月 12日＞ 

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=48622&oversea=1 

・欧州委員会、プラスチック汚染根絶をめざす国家グループへの参加を表明（EU／2022.11.24 発表） 

＜EICネット：環境イノベーション情報機構 2022年 12月 13日＞ 

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=48623&oversea=1 

・ドイツ 使い捨てプラスチック製品に対する製造者や小売業者の費用負担額に関する調査結果が公表（ドイツ／

2022.11.30 発表） 

＜EICネット：環境イノベーション情報機構 2022年 12月 16日＞ 

https://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=48630&oversea=1 

-------------------- 

〇米国 

・Public Meeting of the Chartered Science Advisory Board 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 12日＞ 
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https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/12/2022-26858/public-meeting-of-the-chartered-science-a

dvisory-board 

公認科学諮問委員会の公開会合の開催通知が官報公示された。開催日は 2023/01/20。 

・Pesticides; Removal of PFAS Chemicals From Approved Inert Ingredient List for Pesticide Products 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 14日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/14/2022-27085/pesticides-removal-of-pfas-chemicals-from

-approved-inert-ingredient-list-for-pesticide-products 

標記のとおり PFASの駆除剤としての使用について官報公示された。2022/12/14より適用される。 

・Certain New Chemicals or Significant New Uses; Statements of Findings for August and September 2022 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 14日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/14/2022-27128/certain-new-chemicals-or-significant-new-

uses-statements-of-findings-for-august-and-september-2022 

TSCAに基づき 2022/08/01～2022/09/30に届出された PMN/SNUN/MCANのうち、リスクを呈する可能性が低いと判定した

ものについて官報公示された。 

・Perchloroethylene (PCE); Revision to Toxic Substances Control Act (TSCA) Risk Determination; Notice of 

Availability 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 14日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/14/2022-27129/perchloroethylene-pce-revision-to-toxic-s

ubstances-control-act-tsca-risk-determination-notice-of 

標記のとおり、Perchloroethyleneに関する TSCAリスク決定書の改定について官報公示された。 

○ニュースリリース → 

https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-finds-perchloroethylene-poses-unreasonable-risk-human-health 

○WTO/TBT通報 → https://eping.wto.org/en/Search/Index?viewData=G%2FTBT%2FN%2FUSA%2F1890%2FAdd.1 

・EPA Updates New Chemical Review Program Webpage, Metrics, Affirming Commitment to Increased Transparency 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 15日＞ 

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-updates-new-chemical-review-program-webpage-metrics-affirming-commit

ment-increased 

New Chemical Review Programに関する標記のニュースリリースが掲載された。 

・Phasedown of Hydrofluorocarbons: Restrictions on the Use of Certain Hydrofluorocarbons Under Subsection (i) 

the American Innovation and Manufacturing Act of 2020 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 15日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/15/2022-26981/phasedown-of-hydrofluorocarbons-restricti

ons-on-the-use-of-certain-hydrofluorocarbons-under 

標記のとおり Hydrofluorocarbonsの段階的削減に関する提案規則が官報公示された。意見募集は 2023/01/30まで。バ

ーチャル公聴会の開催は 2022/12/30。 

・Public Meeting of the Science Advisory Board BenMAP and Benefits Methods Panel 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 15日＞

https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/15/2022-27172/public-meeting-of-the-science-advisory-bo

ard-benmap-and-benefits-methods-panel 

標記のとおり Environmental Benefits Mapping and Analysis Program（BenMAP）等に関するバーチャル公聴会の開催

通知が官報公示された。開催日は 2023/01/13。 

・Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances (22-1.5e); Correction 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 15日＞ 

https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/15/2022-27184/significant-new-use-rules-on-certain-chem

ical-substances-22-15e-correction 

TSCAに基づく重要新規利用規則 (SNUR) を発行する提案規則の修正が官報公示された。 
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意見募集は 2023/01/03まで。 

・EPA Announces FY 2022 Enforcement and Compliance Accomplishments 

＜米国環境保護庁(US EPA) 2022年 12月 16日＞ 

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-announces-fy-2022-enforcement-and-compliance-accomplishments 

標記に関するニュースリリースが掲載された。 

-------------------- 

〇カナダ 

・G/TBT/N/CAN/684Regulations amending certain regulations made under the Transportation of Dangerous Goods 

Act, 1992 (Part 12 and International Harmonization Update) 

＜カナダ 2022年 12月 13日＞ https://eping.wto.org/en/Search/Index?viewData=G%2FTBT%2FN%2FCAN%2F684 

標記の改正規則に関する WTO/TBT通報が掲載された。意見募集は 2023/02/09まで。 

○本通報の修正に関する WTO/TBT通報文書 → 

https://eping.wto.org/en/Search/Index?viewData=G%2FTBT%2FN%2FCAN%2F684%2FCorr.1 

-------------------- 

〇ウクライナ 

・G/TBT/N/UKR/225/Rev.1Draft Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine "On Amendments to the Technical 

regulation on the restriction of the use of certain hazardoussubstances in electrical and electronic equipment" 

＜ウクライナ 2022年 12月 15日＞ 

https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=1&viewData=G%2FTBT%2FN%2FUKR%2F225%2FRev.1 

標記の規則改正案に関する WTO/TBT通報が掲載された。意見募集は 2023/02/13まで。 

-------------------- 

〇オーストラリア 

・Variation of Inventory listing following revocation of CBI approval - 13 December 2022 

＜オーストラリア 2022年 12月 13日＞ 

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/variation-inventory-listing-following-revocation-

cbi-approval-13-december-2022 

工業化学品（2物質群）の固有名称について、秘密企業情報（CBI）として扱うことの承認が取り消されたことを受け、

インベントリ情報が変更された。 

・Chemicals added to the Inventory 5 years after issue of assessment certificate – 15 December 2022 

＜オーストラリア 2022年 12月 15日＞ 

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/chemicals-added-inventory-5-years-after-issue-ass

essment-certificate-15-december-2022 

新たに情報提供義務が適用される７物質群が公開された。輸入または製造（導入）の状況がオーストラリア工業化学品

導入機構（AICIS）の評価の状況と異なる場合、28日以内の報告が必要。 

・Using a Canadian report in your certificate application 

＜オーストラリア 2022年 12月 15日＞ 

https://www.industrialchemicals.gov.au/news-and-notices/using-canadian-report-your-certificate-applicatio

n 

標記に関する記事が掲載された。 

********************************************************************************************* 

[15] その他 

◇インフルエンザ、感染症関係 

・インフルエンザに関する報道発表資料 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eUxU43KwQrJxcBY 

・インフルエンザの発生状況 

＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3eUxU43KwQrJxYBY 
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・豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について（農林水産省） 

   [官報] 令和 4年 12月 23日 号外 第 276号 5～7頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20221223/20221223g00276/20221223g002760005f.html 

豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について 

 家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166号）第３条の２第６項の規定に基づき、豚熱に関する特定家畜伝染病

防疫指針の一部を令和４年 12月 23日付けで次のように変更したので、同条第１項の規定に基づき公表する。 

令和４年 12月 23日                        農林水産大臣  野村 哲郎 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という｡）でこれに対応する改正

後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部

分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線

部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 

―「改正後」と「改正前」が併記されているが、紙面の都合上、「改正後」のみ掲載した。＜ACSES事務局＞― 

改  正  後 

前文 

 １・２ （略） 

 ３ しかし、平成 30年９月９日、我が国において 26年ぶりに豚熱が発生し、東海地方を中心に豚等（飼養さ

れている豚及びいのししをいう。以下同じ｡）の飼養農場における感染が相次いで確認されている。また、野

生いのししにも豚熱ウイルスが浸潤し、感染区域が拡大しており、豚等及び野生いのししにおける感染拡大

防止及びその後の清浄化が急務である。このため、令和元年 10月に本指針の一部を変更し、豚等への豚熱の

感染リスクが高い地域への予防的ワクチンの接種を開始した。これにより、我が国の清浄国のステータスは

令和２年９月に失われた。さらに、令和２年９月以降、群馬県、山形県、三重県、和歌山県、奈良県、栃木

県、山梨県、神奈川県、滋賀県、宮城県、茨城県及び東京都のワクチン接種農場の飼養豚等において、豚熱

の感染が確認されており、令和４年 12月現在、18都県 85例の発生が確認されている。 

 ４～７ （略） 

第３－２ 予防的ワクチン 

 １ 予防的ワクチン接種に対する基本的考え方 

  ⑴・⑵ （略） 

⑶ 都道府県知事は、⑵の接種命令に基づく家畜防疫員による接種のほか、次に掲げる者による接種を行わ

せることができる。 

① 都道府県知事が適時性及び適切性に係る要件を満たすと判断して認定する獣医師（獣医師の属する団

体を含む。以下「知事認定獣医師」という｡） 

② 都道府県知事が飼養衛生管理基準の遵守、ワクチン管理体制等に係る要件を満たすと判断して認定す

る農場（以下「認定農場」という｡）において、家畜防疫員又は知事認定獣医師の指示・監督の下、適時

性及び適切性に係る要件を満たすと判断して都道府県知事が登録する飼養衛生管理者（以下「登録飼養

衛生管理者」という｡） 

⑷ 都道府県知事は、知事認定獣医師が③の①の要件を満たさなくなったと認めるときは、当該知事認定獣

医師の認定を取り消し、当該知事認定獣医師がワクチン接種を行うべき農場に対して、②の接種命令に基

づく家畜防疫員による接種又は他の知事認定獣医師による接種を行わせるものとする。 

⑸ 都道府県知事は、認定農場又は登録飼養衛生管理者が⑶の②の要件を満たさなくなったと認めるときは、

当該認定農場の認定及び当該登録飼養衛生管理者の登録又はそのいずかを取り消すものとする。これによ

り認定農場の認定が取り消された場合又は当該農場における登録飼養衛生管理者のみによるワクチン接種

が困難となった場合にあっては、当該農場に対し⑵の接種命令に基づく家畜防疫員による接種又は知事認

定獣医師による接種を行わせるものとする。 
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⑹ （略） 

２ 接種区域及びワクチン接種プログラム 

⑴（略） 

⑵ 都道府県におけるワクチン接種プログラムの作成 

   ワクチン接種推奨地域を設定された都道府県は、飼養衛生管理の徹底を図ってもなお豚熱感染いのし

しから豚等への豚熱の感染の防止が困難と認められる場合には、次に掲げる事項を記載したワクチン接種

プログラムを作成し、農林水産省の確認を受けることができる。 

① 接種区域（接種命令を実施する区域並びに知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理者によるワクチン接

種を行わせる区域をいう。以下同じ｡）の範囲及び当該接種区域の設定の考え方 

②・③ （略） 

④ 接種区域内の農場におけるワクチン接種の進め方（家畜防疫員の確保並びに知事認定獣医師及び登録

飼養衛生管理者の活用を含む｡） 

⑤～⑨ （略） 

⑶ （略） 

⑷ 都道府県知事による接種区域の設定 

① 都道府県知事は、⑶により当該ワクチン接種プログラムについて農林水産省の確認を受けた場合には、

法第６条第２項において準用する法第５条第２項に基づき、接種命令を実施する区域を設定するととも

に、知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理者によるワクチン接種を行う区域を設定することができる。 

② （略） 

⑸ 都道府県知事による法第 50条の許可 

  都道府県知事は、家畜防疫員、知事認定獣医師又は登録飼養衛生管理者にワクチン接種を行わせる場合

には、法第 50条に基づき、豚熱ワクチンの使用の許可を行う。 

なお、都道府県知事は、知事認定獣医師又は登録飼養衛生管理者に対して法第 50条に基づくワクチン使

用許可を行う場合には、ワクチンの厳格な管理を行うため、使用、報告等に係る要件を課す。都道府県は､

認定農場において当該要件の遵守状況の確認を実施する。 

３・４ （略） 

５ 接種区域における遵守事項 

⑴ 飼養頭数等の事前届出 

  接種農場は、接種に先立ち、飼養頭数、年間出荷計画、知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理者の活用

の有無等の事項について、都道府県に届出を行う。また、届出内容に変更が生じた場合は、その都度都道

府県に届出を行う。 

⑵ ワクチン接種時の留意点 

  家畜防疫員、知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理者は、短時間に迅速かつ確実に接種し、接種した豚

等にスプレー等でマーキングして接種漏れがないよう注意する。また、ワクチンを接種した豚等を接種農

場から他の農場やと畜場に移動する場合には、法第７条に基づき（知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理

者にあっては、同条の規定の例により）確実に標識を付す。 

⑶～⑹ （略） 

６～11 （略） 

 

・飼養鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生状況について （疑い事例、埼玉県宮代町） 

＜環境省 2022年 12月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/111118_00077.html 

・青森県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（国内 35例目）の遺伝子解析及び NA亜型の確定に

ついて 

＜農林水産省 2022年 12月 23日＞ https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/221223.html 

 

・フィンランド産牛肉等の輸入手続を再開します 
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＜厚生労働省 2022年 12月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0zfUhQ53a0RrZndBY 

-------------------- 

◇新化学物質、化学物質新利用技術等 

・分解されやすいプラ素材、ＣＯ２から生成 阪公大チーム、「人工光合成」活用 

＜朝日新聞 2022年 12月 22日＞ https://www.asahi.com/articles/DA3S15509655.html 

 植物などが二酸化炭素（ＣＯ２）を吸収する仕組みをまねた「人工光合成」を使って、自然界で分解されやす

いプラスチックの材料をＣＯ２から作り出すことに、大阪公立大学のチームが成功した。地球温暖化と、プラご

みの両方の対策に役立つという。 

 通常のプラ素材は分解に数百年かか… 

-------------------- 

◇その他 

・最新号除き図書館メール送信 0K 蔵書の電子データ 

＜共同通信 2022年 12月 23日＞ https://www.47news.jp/news/8728193.html 

 政府は 23日、図書館の蔵書の一部を電子データ化し、メールで利用者に送信できる範囲を示した政令を閣議決

定した。雑誌などの定期刊行物については、最新号を除き、掲載された記事など個々の著作物を送信することが

可能となる。来年 6月 1日施行。 

 一方、小説の新刊本など一般書籍の取り扱いについては、政令で規定せず、関係団体による協議に委ねる。 

 昨年成立した改正著作権法に基づく対応。改正法は、著作権者の利益を不当に害しない範囲で「著作物の一部

分」をメールやファクスで送信できると規定している。 

********************************************************************************************* 

[付録] 

◇ 

******************************************************************* 以上 ******************** 
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